
大師高等学校 不祥事ゼロプログラム 
                              平成 21 年６月 30 日  
                              大 師 高 等 学 校      

 
 大師高等学校は、不祥事の発生をゼロにすることを目的として、次のとおり不祥事ゼロプロ

グラムを定め、全職員が参加して継続的に実施していく。  
 
１ 実施責任者  
 大師高等学校不祥事ゼロプログラムの実施責任者は校長とし、副校長・教頭及び事務長がこ

れを補佐する。また、不祥事ゼロプログラムに係る担当総括教諭をはじめとする総括教諭は、

校長及び副校長・教頭を補佐し、事務長を補助する。  
 
２ 目標及び行動計画  
（１）  生徒に対する不利益、及び生徒の人権の著しい侵害に係る不祥事の未然防止  
① 生徒の成績処理に係る不祥事防止  
ア 目標  
単位制総合学科における多種多様な科目における定期試験、成績・欠課時数一覧表、

観点別評価成績一覧表、調査書、生徒指導要録の点検システムを確立し、業務執行

体制の円滑化を図ることで不祥事を未然に防止する。  
イ 行動計画  
 ⅰ 4 月に、単位制支援システムより印刷された生徒個人時間割の照合・点検を行う。 
ⅱ 各定期試験前に試験問題に出題ミスがないか教科内で点検する。  
 ⅲ 6 月中に個人時間割と成績・欠課時数一覧表および観点別評価一覧表との照合・
点検をする。 

 ⅳ 各成績会議、単位認定会議後、前期成績・欠課時数一覧表と観点別評価一覧表と

各々の年次の原本、及び３年次以降は調査書との照合・点検をする。 

 ⅴ ４月及び８月にカリキュラムグループ主催の教務研修会を実施し、成績処理シス

テム事故防止対策、及び観点別評価を中心とした成績処理に係る不祥事防止対策

について全職員の共通理解を図る。 

  ② 個人情報保護及び情報セキュリティに係る不祥事防止 

 ア 目標  
   個人情報の漏洩を未然に防止する。  
 イ 行動計画  

    ⅰ ８月に、個人情報を収集した書類・データの一斉点検を行い、保管・管理体制を

見直す。  
    ⅱ 10 月に、個人情報を収集した書類・データの一斉点検（2 回目）を行い、改善状

況を確認する。  
 ③ 体罰・不適切指導・セクハラ・わいせつ行為に係る不祥事防止  
  ア 目標  
     体罰・不適切指導・セクハラ・わいせつ行為の発生を未然に防止する。  
 イ 行動計画  
６月・７月・10 月・11 月・12 月に関連部署が連携して生徒理解、生徒対応のあり
方、及び生徒の人権に係る研修会を実施し、不祥事防止対策について全職員の共通

理解を図る。 



②及び③の内容を踏まえ、携帯電話・電子メール及び携帯サイトに係る様々な問題に対す

る理解と不祥事防止に向けて、11 月に外部講師による講演を県指定不祥事防止研修会と

位置付け実施する。 

（２）私費会計、及び現金管理に係る不祥事の未然防止  
ア 目標  
私費会計、及び現金管理に係る不祥事を未然に防止するとともに、円滑な業務執行

体制に向けて全職員の共通理解を図る。  
イ 行動計画  
ⅰ ８月に財務事務調査の結果を踏まえ、私費会計担当者を対象に私費会計事務全般

の適正運用、及び現金管理についての事故防止研修会を実施する。  
 ⅱ ９月にイ -ⅰを受け所属職員全員を対象に会計事故防止研修会（グループ会）を
実施する。  

 
３ 検証及び評価  
 （１）第一次検証及び評価  
２に規定する行動計画について、９月末までの実施状況を確認し、評価を行う。未実施

の場合には 11 月中に必要な補完措置を講じる。  
（２）第二次検証および評価  
２に規定する行動計画について、１月初旬までの実施状況を確認し、評価を行う。

未実施が場合に２月中に必要な補完措置を講じる。  
 （３）最終評価及び全体評価  
第二次検証および評価に基づいて実施した補完措置や行動計画の修正などについ

て、実施状況を確認し、実施した行動等の評価を行う。最終検証を行うとともに、

全体評価を行う。最終評価及び全体評価の実施時期は、平成 22 年 3 月中旬とする。  
 （４）プログラム実施の総括  
   最終評価及び全体評価を踏まえ、平成 21 年度事不祥事ゼロプログラムの総括を行う。  
 （５）次年度計画の策定  
平成 21 年度不祥事ゼロプログラムの総括をもとに、新たな目標設定を行い、平成
22 年度不祥事ゼロプログラムを策定する。  

４ 実施結果  
３の（４）のプログラム実施の総括を踏まえ、「実施結果」をとりまとめ、教育局行政課

へ提出する。  
５ 事務局  
プログラムの策定及び実行の具体的な手続きについては、企画会議（事故防止会議）

がこれを行う。  


